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(57)【要約】
　モバイルアプリケーションは、ユーザの挙動および行
動、および特に、ジオロケーションを追跡する。モバイ
ルアプリケーションは続いて、ユーザの挙動および所在
地のプロファイルを生成し得る。これは、モバイルデバ
イスの電力を最適化するために使用され得、また、デー
タマーケティングおよびモデリングといった他の目的の
ためにユーザ情報を収集および拾集するためのデータア
グリゲータとして使用され得る。実施形態において、モ
バイルアプリケーションは連続的に、モバイルデバイス
のバッテリーレベルおよび電力の使用を監視しており、
デバイスの所在地を追跡するための最も電力効率の良い
アプローチを決定している。ユーザの挙動をプロファイ
リングする際、１００パーセントの所在地精度が常に要
求されるわけではない。デバイスの大まかな所在地およ
び関連づけられたユーザを単純に決定することのほうが
より肝要であり得る。アプリケーションは、可能な最小
量の電力を費やしながらバックグラウンドで連続的に機
能することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルデバイスでの電力消費を低減するための方法であって、
　　前記モバイルデバイスの第１の位置を識別する前記モバイルデバイスのポジショニン
グモジュールからの所在地情報を前記モバイルデバイスによって得ることと、
　　前記モバイルデバイスにおけるセンサからのセンサデータを前記モバイルデバイスに
よって得ることと、
　　前記モバイルデバイスにより、前記得られたセンサデータに基づいて挙動をモデリン
グすることと、
　　前記第１の位置の減衰のレートを前記モバイルデバイスによって計算することと、
　　前記モバイルデバイスの前記ポジショニングモジュールに所在地アップデートを要求
するための第１のしきい値レベルを前記モバイルデバイスによって選択することと、
　　前記第１の位置からの合計の減衰を前記モバイルデバイスによって推定することと、
　　前記第１の位置からの前記合計の減衰が前記第１のしきい値レベルを超えることを推
定し次第、前記モバイルデバイスにより、前記モバイルデバイスにおける前記ポジショニ
ングモジュールから第２の位置を得ることであって、前記ポジショニングモジュールは、
所在地情報を得るための複数の所在地特定モードを有し、各々の所在地特定モードは、前
記所在地情報を得るために異なる電力消費レベルを使用する、得ることと、
　　前記第２の位置を得るために最も低い電力消費レベルを有する所在地特定モードを前
記モバイルデバイスによって選択することと
　を備える方法。
【請求項２】
　前記複数の所在地特定モードは、グローバルポジショニングシステムモードを備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数の所在地特定モードは、セルタワー識別モードを備える、請求項１に記載の方
法。
【請求項４】
　所在地特定モードは、サービスセット識別子（ＳＳＩＤ）に基づいている、請求項１に
記載の方法。
【請求項５】
　　前記合計の減衰が第２のしきい値レベルを超える場合に前記ポジショニングモジュー
ルに第２の所在地アップデートを要求するための前記第２のしきい値レベルを前記モバイ
ルデバイスによって設定すること
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　　前記合計の減衰が第３のしきい値レベルを超える場合に前記ポジショニングモジュー
ルに第３の所在地アップデートを要求するための前記第３のしきい値レベルを前記モバイ
ルデバイスによって設定すること
　をさらに備える、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　　前記合計の減衰が追加のしきい値レベルを超える場合に所在地特定センサに所在地ア
ップデートを要求するための前記追加のしきい値レベルを前記モバイルデバイスによって
算出すること
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記所在地特定モードを選択することは、少なくとも部分的には、要求される精度に基
づいている、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　モバイルデバイスでの電力消費を低減するための方法であって、
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　　前記モバイルデバイスの第１の位置を識別するポジショニングモジュールおよびセン
サを有する前記モバイルデバイスからの第１の所在地情報をモデリングサーバで受信する
ことと、
　　前記モバイルデバイスのセンサからのセンサデータを前記モデリングサーバによって
受信することと、
　　前記モデリングサーバにより、前記受信されたセンサデータに基づいて挙動をモデリ
ングすることと、
　　前記第１の位置の所在地減衰のレートを前記モデリングサーバによって計算すること
と、
　　前記モバイルデバイスの前記ポジショニングモジュールに所在地アップデートを要求
するための前記モデリングに基づいた第１のしきい値レベルを前記モデリングサーバによ
って選択することと、
　　前記第１の位置からの合計の所在地減衰を前記モデリングサーバによって推定するこ
とと、
　　前記第１の位置からの前記合計の所在地減衰が前記第１のしきい値レベルを超えるこ
とを推定し次第、前記モデリングサーバにより、前記モバイルデバイスの前記ポジショニ
ングモジュールに第２の所在地情報を要求することと
　を備え、第２の所在地情報の前記要求は、前記第２の所在地情報を得るための複数の所
在地特定モードの１つを使用するための前記モバイルデバイスへの命令を含み、
　各々の所在地特定モードは、前記第２の所在地情報を得るために異なる電力消費レベル
を要求する、方法。
【請求項１０】
　前記複数の所在地特定モードは、グローバルポジショニングシステムモードを備える、
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記複数の所在地特定モードは、セルタワー識別モードを備える、請求項９に記載の方
法。
【請求項１２】
　所在地特定モードは、サービスセット識別子（ＳＳＩＤ）に基づいている、請求項９に
記載の方法。
【請求項１３】
　　前記合計の所在地減衰が第２のしきい値レベルを超える場合に前記ポジショニングモ
ジュールに第２の所在地アップデートを要求するための前記第２のしきい値レベルを前記
モバイルデバイスによって設定すること
　をさらに備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　　前記合計の所在地減衰が第３のしきい値レベルを超える場合に前記ポジショニングモ
ジュールに第３の所在地アップデートを要求するための前記第３のしきい値レベルを前記
モバイルデバイスによって設定すること
　をさらに備える、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　　前記合計の所在地減衰が追加のしきい値レベルを超える場合に所在地特定センサに所
在地アップデートを要求するための前記追加のしきい値レベルを前記モバイルデバイスに
よって算出すること
　をさらに備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１６】
　前記所在地特定モードを選択することは、少なくとも部分的には、要求される精度に基
づいている、請求項９に記載の方法。
【請求項１７】
　モバイルデバイスであって、
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　　メモリと、
　　前記モバイルデバイスでの電力消費を低減するために使用されるプロセッサであって
、
　　　前記モバイルデバイスの第１の位置を識別する前記モバイルデバイスのポジショニ
ングモジュールからの所在地情報を得、
　　　前記モバイルデバイスにおけるセンサからのセンサデータを得、
　　　前記得られたセンサデータに基づいて挙動をモデリングし、
　　　前記第１の位置の減衰のレートを計算し、
　　　前記モバイルデバイスの前記ポジショニングモジュールに所在地アップデートを要
求するための第１のしきい値レベルを選択し、
　　　前記第１の位置からの合計の減衰を推定し、
　　　前記第１の位置からの前記合計の減衰が前記第１のしきい値レベルを超えることを
推定し次第、前記モバイルデバイスにおける前記ポジショニングモジュールから第２の位
置を得、前記ポジショニングモジュールは、所在地情報を得るための複数の所在地特定モ
ードを有し、各々の所在地特定モードは、前記所在地情報を得るために異なる電力消費レ
ベルを使用し、
　　　前記第２の位置を得るために最も低い電力消費レベルを有する所在地特定モードを
選択する
　　ように構成されたプロセッサと
　を備えるモバイルデバイス。
【請求項１８】
　前記複数の所在地特定モードは、グローバルポジショニングシステムモードを備える、
請求項１７に記載のモバイルデバイス。
【請求項１９】
　前記複数の所在地特定モードは、セルタワー識別モードを備える、請求項１７に記載の
モバイルデバイス。
【請求項２０】
　前記プロセッサはさらに、
　　前記合計の減衰が第２のしきい値レベルを超える場合に前記ポジショニングモジュー
ルに第２の所在地アップデートを要求するための前記第２のしきい値レベルを設定するよ
うに構成される、請求項１７に記載のモバイルデバイス。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本開示は、一連のセンサ入力および挙動モデリングに基づいてモバイルデバイスの所在地
を決定することにより、モバイルデバイスのエネルギーの使用を動的に決定し、向上させ
るためのシステム、方法、およびデバイスに向けられる。より具体的には、システム、方
法、およびデバイスは、入力およびモデリングに基づいてモバイルデバイスの所在地を決
定するための最もエネルギー効率の良い方法を動的に決定および使用することによりモバ
イルデバイスのバッテリー寿命を向上させ、延長し、最大化するモバイルアプリケーショ
ン、またはモバイルデバイスのオペレーティングシステム特徴に向けられる。
【背景技術】
【０００２】
モバイルテクノロジーは発展し続け、私たちの日々の生活にとってより重要なものとなり
続けている。モバイル通信の結果として、ユーザおよび／または彼らのモバイルデバイス
は、デバイスのジオロケーションを精確に識別できる必要があり得る。モバイルデバイス
はさまざまなセンサおよび測定デバイスを装備し、ユーザの所在地を見出すための異なる
手法を提供する外部のセンサまたはアプリケーションと通信することが多い。ユーザの所
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在地を見出すための最も簡単で精確な手法は、デバイスにおいてグローバルポジショニン
グシステム（ＧＰＳ）センサを使用することである。センサは、一連の地球低軌道対地同
期衛星から信号を受信し、そのデバイスが地球上のどこに所在するのかを見出す。モバイ
ルデバイスにおいてＧＰＳ受信機を使用することは、特にモバイルデバイスの限られた電
力リソースを伴いながら、往々にして非常に高い電力費を有する。
【０００３】
ポジショニングに対する第２のアプローチはモバイルデバイスに、モバイルデバイスが特
定の所在地で遭遇し得るすべてのＷｉ－Ｆｉサービスセット識別子（ＳＳＩＤ）をシステ
ムまたはサーバに絶えず報告し返すことを可能にさせる。それらのＳＳＩＤがどこに所在
するのかの所在地情報は、以前にＧＰＳ信号から捕捉されていることができ、その情報は
、地球じゅうの所与の所在地でのＷｉ－Ｆｉ　ＳＳＩＤ環境を識別するデータベースに記
憶されている。マッチングアルゴリズムを使用して、モバイルデバイスは、デバイスの所
在地を以前に記録された実際の所在地とマッチングすることができる。このアプローチは
、ＳＳＩＤのマッチゆえにモバイルデバイスもまたその所在地にある、と想定する。Ｗｉ
－Ｆｉ信号はモバイルデバイスに、その位置を大まかに所在地特定することを可能にさせ
、続いて履歴データベース情報にアクセスすることによってデバイスは、検知されたＷｉ
－Ｆｉ　ＳＳＩＤに基づいて、それがどこに所在するのかの良好な推定を行うことができ
る。Ｗｉ－Ｆｉ位置の所在地特定は、それが受信するＷｉ－Ｆｉ信号をそれが監視しさえ
すればいいので、ＧＰＳより少ない電力を要求する。
【０００４】
Ｗｉ－Ｆｉより不精確であるがさらにより低い電力消費を有する、モバイルデバイスのた
めのジオロケーションのための第３のアプローチは、セルラー信号識別／三角測量である
。セルラー信号識別／三角測量はモバイルデバイスに、それが任意の所与の時間に受信し
ているセルタワー信号を識別すること、続いて、それらの特定のタワーがどこに所在する
のかの基準に適合する大まかな所在地を決定するためにデータベースに照会することを可
能にさせる。当業者によって理解されるように、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ｉＢ
ｅａｃｏｎ、等の使用といった、各々がそれ自身の電力消費要求を有する、ジオロケーシ
ョンの他の方法が利用可能である。
【０００５】
これらのジオロケーションの方法の各々は、探索空間を狭めることによって探索をスピー
ドアップするために、粒度の粗い所在地特定アルゴリズムを最初に使用する。たとえば、
ネットワークプロバイダによって割り当てられたＩＰアドレスは、粗い地理的領域を示す
ことができ、それは、低エネルギーまたはゼロエネルギーの所在地特定センサとして使用
されることができる。このようにデバイスは、その所在地識別を始めるための大体の地理
的領域を有する。
【０００６】
これらの方法の各々は、利点および欠点を有する。より高い精度は普通、より多くの電力
を要求するが、精度が常に最も重要な基準であるわけではない。逆に、より少ない電力の
使用は、より低い精度を暗示し、所与の用途のために常に十分であるわけではない。した
がって、用途に基づいて十分な精度を保証しながら電力の使用を最適化するためにセンサ
の使用を最小化するための手法に対するニーズが存在する。
【発明の概要】
【０００７】
ここで説明される実施形態において、モバイルアプリケーションは、ユーザの挙動および
行動、および特に、ジオロケーションを追跡する。モバイルアプリケーションは続いて、
ユーザの挙動および所在地のプロファイルを生成し得る。これは、モバイルデバイスの電
力を最適化するために使用され得、また、データマーケティングおよびモデリングといっ
た他の目的のためにユーザ情報を収集および拾集するためのデータアグリゲータとして使
用され得る。実施形態において、モバイルアプリケーションは連続的に、モバイルデバイ
スのバッテリーレベルおよび電力の使用を監視しており、デバイスの所在地を追跡するた
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めの最も電力効率の良いアプローチを決定している。ユーザの挙動をプロファイリングす
る際、１００パーセントの所在地精度が常に要求されるわけではない。デバイスの大まか
な所在地および関連づけられたユーザを単純に決定することのほうがより肝要であり得る
。一実施形態において、アプリケーションは、可能な最小量の電力を費やしながらバック
グラウンドで連続的に機能することができる。
【０００８】
所望の電力節約および所在地の追跡を達成するために、アプリケーションは、内部センサ
データを利用してさまざまなアルゴリズムを実行し、デバイスの所在地を決定するために
どの方法またはモバイルデバイスのどのコンポーネントがアクティブにされるべきかを決
定する。さらに、アプリケーションは、デバイスの所在地を十分に決定するためにデバイ
スのセンサがどれほどの頻度でアクティブにされるべきかを決定しなければならない。ア
プリケーションは、効果的な所在地サンプリングレートを、選択された入力コンポーネン
トおよび利用可能なデータポイントを使用して、合理的な度合の所在地精度内で、決定し
ようとする。所在地の推定を利用することは、使用される入力コンポーネント（たとえば
、Ｗｉ－Ｆｉ、ＧＰＳ、タワー信号識別／三角測量、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ｉＢｅａｃｏ
ｎ、またはＷｉ－Ｆｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ｉＢｅａｃｏｎ、等を備え得る任意の電磁
信号環境）の品質、最後の測定以来のデバイスの変位レート、外部センサデータ、搭載ア
プリケーション、以前の所在地測定、以前の挙動、等を含む入力に基づき得る。
【０００９】
最適な所在地サンプリングレートは、経時的な所在地品質の減衰レートに対し、予測され
る所在地サンプリングレートをバランスさせることにより、決定され得る。所在地品質の
減衰レートは、所在地が以前に決定されたときからのデバイスの所在地の算出の品質にお
ける認識された低下であり、デバイスの所在地の最良の推測のための信頼スコア、デバイ
スのセンサまたは入ってくる所在地データを使用して決定されるデバイスの変位レート（
速度）、等を含む入力に基づき得る。実施形態では、カルマンタイプモデルが使用された
。このモデルは、一連の内部状態（すなわち、所在地および精度）と、観察（すなわち、
挙動／所在地測定）と、観察がどのように内部状態に翻訳または適用されるかについての
基礎モデルとを備える。
【００１０】
アプリケーションは、提供された情報に基づいてユーザの行動についての情報を外挿し得
、その挙動に基づいてモデルを作成し得る。たとえばアプリケーションは、モバイルデバ
イスが特定の速度で移動している場合にはデバイスが電車のような特定のタイプの乗り物
で動いていることを、そしてデバイスの所在地を決定し得る。ユーザの所在地の推定、減
衰レート、ユーザの行動および挙動、および最適なサンプリングレートは、とりわけ、任
意の所与の時間のモバイルデバイスの所在地を決定するためにどのモバイルデバイスコン
ポーネントがアクティブにされるべきかを決定するために、入力として使用され得る。
【００１１】
挙動モデリングに基づいてユーザの尤もらしいモダリティおよび推定される速度を決定す
ることにより、システムまたはデバイスは、デバイスの所在地を決定するための最良の方
法と、精確な所在地および効率の良い電力の使用を提供するためにどれほどの頻度でその
情報がアップデートされる必要があるか、を決定し得る。たとえば、住宅地の中を時速３
５マイルで動いている乗り物におけるモバイルデバイスは、同じ住宅地の中を時速４マイ
ルで歩いているユーザによって使用されているモバイルデバイスよりも頻繁にアップデー
トする必要がある。両者とも、そのアプリケーションのために十分な精度を提供するＷｉ
－Ｆｉ信号を使用してアップデート可能であり得る一方で、乗り物におけるデバイスは、
各々のサンプル間の変化がより一層速く生じるがゆえに、より一層頻繁にアップデートさ
れる必要があるだろう。サンプル間で、デバイスの所在地精度が各々のサンプルとともに
減衰するにつれ、あるポイントでそれは、精度を得るために電力を費やすことをデバイス
に要求する、予め決定されたしきい値を超えるだろう。このしきい値は、デバイスが実際
にどこに所在するかに対しデバイスの内部推定がどれほど精確であるかに基づいてトリガ



(7) JP 2019-508965 A 2019.3.28

10

20

30

40

50

され得る。
【００１２】
一実施形態において、モバイルデバイスでの電力消費を低減するための方法は、モバイル
デバイスの第１の位置を識別するモバイルデバイスのポジショニングモジュールからの所
在地情報をモバイルデバイスによって得ることと、モバイルデバイスにおけるセンサから
のセンサデータをモバイルデバイスによって得ることと、モバイルデバイスにより、得ら
れたセンサデータに基づいて挙動をモデリングすることと、第１の位置の減衰のレートを
モバイルデバイスによって計算することと、モバイルデバイスのポジショニングモジュー
ルに所在地アップデートを要求するための、所望の精度レベルに基づいた（アプリケーシ
ョンによって定義された）、第１のしきい値レベルを、モバイルデバイスによって選択す
ることと、第１の位置からの合計の減衰をモバイルデバイスによって推定することと、第
１の位置からの合計の減衰が第１のしきい値レベルを超えることを推定し次第、モバイル
デバイスにより、モバイルデバイスにおけるポジショニングモジュールから第２の位置を
得ることであって、ポジショニングモジュールは、所在地情報を得るための複数の所在地
特定モードを有し、各々の所在地特定モードは、所在地情報を得るために異なる電力消費
レベルを使用する、得ることと、十分な精度で第２の位置を得るために最も低い電力消費
レベルを有する所在地特定モードをモバイルデバイスによって選択することとを備える。
【００１３】
別の実施形態において、モバイルデバイスでの電力消費を低減するための方法は、ポジシ
ョニングモジュールおよびセンサを有するモバイルデバイスからの第１の所在地情報をモ
デリングサーバで受信することと、モバイルデバイスのセンサからのセンサデータをモデ
リングサーバによって受信することと、モデリングサーバにより、受信されたセンサデー
タに基づいて挙動をモデリングすることと、第１の所在地情報の所在地減衰のレートをモ
デリングサーバによって計算することと、モバイルデバイスのポジショニングモジュール
に所在地アップデートを要求するためのモデリングに基づいた第１のしきい値レベルをモ
デリングサーバ上のアプリケーションによって選択することと、第１の所在地からの合計
の所在地減衰をモデリングサーバによって推定することと、第１の所在地からの合計の所
在地減衰が第１のしきい値レベルを超えることを推定し次第、モデリングサーバにより、
モバイルデバイスのポジショニングモジュールに第２の所在地情報を要求することとを備
え、第２の所在地情報の要求は、第２の所在地情報を得るための複数の所在地特定モード
の１つを使用するためのモバイルデバイスへの命令を含み、各々の所在地特定モードは、
第２の所在地情報を得るために異なる電力消費レベルを要求する。
別の実施形態において、モバイルデバイスは、メモリと、モバイルデバイスでの電力消費
を低減するために使用されるプロセッサであって、モバイルデバイスの第１の位置を識別
するモバイルデバイスのポジショニングモジュールからの所在地情報を得、モバイルデバ
イスにおけるセンサからのセンサデータを得、得られたセンサデータに基づいて挙動をモ
デリングし、第１の位置の減衰のレートを計算し、モバイルデバイスのポジショニングモ
ジュールに所在地アップデートを要求するための第１のしきい値レベルを選択し、第１の
位置からの合計の減衰を推定し、第１の位置からの合計の減衰が第１のしきい値レベルを
超えることを推定し次第、モバイルデバイスにおけるポジショニングモジュールから第２
の位置を得、ポジショニングモジュールは、所在地情報を得るための複数の所在地特定モ
ードを有し、各々の所在地特定モードは、所在地情報を得るために異なる電力消費レベル
を使用し、第２の位置を得るために最も低い電力消費レベルを有する所在地特定モードを
選択するように構成されたプロセッサとを備える。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
添付図面は、本開示の例示的な実施形態を示す。そのような図面は、必然的に開示を限定
するものと解釈されるべきではない。同一の番号および／または同様のナンバリング方式
は、全体を通して同一のおよび／または同様の要素を示し得る。
【００１５】
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【図１】本開示に係るコンピュータネットワーク図の例示的な実施形態の模式図である。
【００１６】
【図２】本開示に係るコンピュータの例示的な実施形態の模式図である。
【００１７】
【図３】本開示の実施形態に係る、説明される方法のステップおよびシステムを示す流れ
図である。
【００１８】
【図４】本教示が実現され得る一般的なコンピュータアーキテクチャの図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
本開示はここで、本開示の例示的な実施形態が示された添付図面に関連して、より十分に
説明される。しかしながら本開示は、多くの異なる形態で具現化されることができ、ここ
で開示される例示的な実施形態に必然的に限定されるものと解釈されるべきではない。む
しろこれらの例示的な実施形態は、本開示が完璧かつ完全であるように提供され、本開示
の概念を当業者に対し十分に伝える。加えて、ある特定の例示的な実施形態に関し説明さ
れる特徴は、さまざまな他の例示的な実施形態においておよび／またはそれらと、組み合
わせられることができる。ここで開示される例示的な実施形態の異なる態様および／また
は要素は、同様に組み合わせられることができる。さらに、いくつかの例示的な実施形態
は、個別にせよおよび／または集合的にせよ、より大きなシステムのコンポーネントであ
ることができ、同システムでは他の手順が、それらの適用より優先度が高く、および／ま
たはそうでなければそれらの適用を変更し得る。加えて、多数のステップが、ここで開示
される例示的な実施形態の前に、後に、および／またはそれと同時進行で、要求され得る
。少なくともここに開示される、任意のおよび／またはすべての方法および／またはプロ
セスは、任意の手法で少なくとも１つのエンティティにより少なくとも部分的に行われ得
る、ということに注意する。
【００２０】
図１は、例示的なシステム１００のアーキテクチャである。システム１００は、ユーザデ
バイス１１０ａ～１１０ｎ、ネットワーク１２０、モデリングサーバ１３０、Ｗｉ－Ｆｉ
　ＳＳＩＤデータベース１４０、セルタワーデータベース１５０、セルタワー１６０、Ｗ
ｉ－Ｆｉのような無線アクセスポイント１７０、およびＧＰＳ衛星１８０を含む。ネット
ワーク１２０は、単一のネットワーク、または異なるネットワークの組み合わせであり得
る。たとえば、ネットワークは、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、広域ネットワ
ーク（ＷＡＮ）、パブリックネットワーク、プライベートネットワーク、プロプライエタ
リネットワーク、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）、インターネット、無線ネットワーク、仮
想ネットワーク、またはそれらの任意の組み合わせであり得る。ネットワークは、さまざ
まなネットワークアクセスポイント、たとえば、基地局またはインターネットエクスチェ
ンジ１６０といった有線または無線のアクセスポイントもまた含み得、ユーザ１１０は、
ネットワークを介して所在地情報を受信するためにそれらを通じてネットワークに接続し
得る。
【００２１】
ユーザのデバイス１１０は、ネットワークに接続され、ハンドヘルドモバイルデバイス１
１０－ａまたは自動車１１０－ｂにおけるデバイス１１０といった、異なるタイプのもの
であり得る。モデリングサーバ１３０は、ハードウェアまたはソフトウェアにおいて実現
され得るが、ユーザの挙動および履歴を分析するモデル、ならびにモデリングパラメータ
を備え得る。たとえば、実施形態において、モデリングサーバ１３０は、ユーザが歩いて
いるとき、ユーザが運転しているとき、ユーザが電車またはバスに乗っているとき、とい
ったユーザの挙動または行動を示す、ユーザのまたはユーザの履歴データのサンプルを記
憶し得る。モデリングサーバ１３０におけるモデルは、ユーザのモバイルデバイス１１０
によってアクセスされ得、および／または、アプリケーションまたはオペレーティングシ
ステムが要求する場合に、モビリティおよび挙動を算出するためにユーザのデバイス１１
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０にプッシュされ得る。あるいは、モデルはユーザデバイスに記憶され得、モデルパラメ
ータはサーバ１３０に記憶され得る。
【００２２】
Ｗｉ－Ｆｉ　ＳＳＩＤデータベース１４０は、ネットワーク１２０に結合され、Ｗｉ－Ｆ
ｉ　ＳＳＩＤデータを記憶する。ユーザデバイスは、Ｗｉ－Ｆｉ信号に基づいて所在地を
推定する場合、受信されたＷｉ－Ｆｉ　ＳＳＩＤ信号に基づいて所在地を調整するために
、データベース１４０にアクセスすることによって所在地を概算するために、ユーザのデ
バイス１１０に見えるＳＳＩＤを使用し得る。
【００２３】
セルタワーデータベース１５０は、ネットワーク１２０に結合され、セルタワー所在地の
ためのルックアップテーブルを備える。ユーザのデバイス１１０が所在地特定のためにタ
ワーの三角測量を使用している場合、それは、入ってくるセルタワー信号を処理し、遅延
および信号強度に基づいてその位置を三角測量し得る。あるいは、デバイス１１０は、デ
ータベース１５０にアクセスし、それが受信するセルタワー信号に基づいてその可能な所
在地を決定するためにルックアップテーブルアルゴリズムを使用し得る。
【００２４】
セルタワー１６０は、セルラーネットワークまたは別のネットワークに結合された無線基
地局に結合され得る。セルタワー１６０は、ネットワーク１２０に結合され、ユーザデバ
イス１１０に、要求される場合にネットワーク１２０と通信することを可能にさせる。セ
ルタワー１６０はまた、信号識別／三角測量を支援するためにユーザデバイス１１０に対
し直接的にその所在地情報を伝達し得る。無線アクセスポイント１７０は、無線ルーター
、モデム、ショートレンジトランシーバ、または何らかの他の無線アクセスポイントであ
り得る。無線アクセスポイント１７０は、Ｗｉ－Ｆｉ信号、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ信号、ま
たはｉＢｅａｃｏｎ信号、または何らかの他の形態のショートレンジ通信インターフェー
ス信号を提供し得る。無線アクセスポイント１７０は、ユーザの位置を算出するために使
用され得るユーザデバイス１１０に所在地情報およびそのＳＳＩＤを通信し得る。衛星１
８０は、ＧＰＳ衛星であり、ユーザデバイス１１０にグローバルポジショニング情報を送
信する。ネットワーク１２０にわたってデバイスにより受信されるネットワークＩＰアド
レスが低電力の粗い所在地識別子として使用され得ることにもまた注意する。
【００２５】
例示的なシステム１００において、デバイス１１０を有するユーザは最初、ビルの中でデ
バイス１１０をオンにし、無線アクセスポイント１７０からＷｉ－Ｆｉ信号のセットを受
信し得る。無線アクセスポイント１７０のセットのためのＷｉ－Ｆｉ　ＳＳＩＤは、Ｗｉ
－Ｆｉまたはセルラー信号を介してデータベース１４０に伝達され得、ＳＳＩＤのその特
定のセットがどこに存在するかを決定するためにルックアップテーブルと比較される。そ
の情報に基づいて、ユーザの最初の所在地がモバイルデバイスまたはシステムによって推
定され得る。次に、ユーザがビルを離れ、自動車に乗り込むと、デバイス１１０内のセン
サは、運動の変化、加速、または磁場を検知し得、ユーザのデバイス１１０がどこに所在
するかおよびどの運動モードが含まれるかを予測するよう、モデリングサーバ１３０に要
求を送り得る。モデリングサーバ１３０は、ユーザが車で動いていることを示すものとし
てセンサデータを解釈し得、その情報をユーザのデバイス１１０に伝達し返し得る。加え
ておよび／またはあるいは、モデリングデータがセンサデータに基づいてユーザのデバイ
ス１１０にプッシュされ、ユーザデバイス１１０がモデリングに基づいてユーザの確率的
挙動を決定する。最初、システムは、起点としてユーザの最後の既知の所在地データに依
拠し、モデリングに基づいて任意の変化を予測しようと試みるだろう。そのモデリング推
定データの品質が減衰するにつれ、ユーザデバイス１１０はある時点で、同一のまたは異
なるジオロケーションデバイスおよび方法を使用して所在地データをアップデートするこ
とを必要とするだろう。
【００２６】
たとえば、モデリングサーバ１３０が、ユーザが高い速度レートで移動する車の中にいる
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と決定する場合、モデリングサーバ１３０は、モデリングされた挙動に基づいて、所在地
データおよび／またはユーザ行動データの精度がどれほど急速に陳腐化のポイントまで減
衰するかを推定し得る。そのポイントでは、最後の所在地情報はもはや、ユーザのまたは
デバイス１１０の所在地の良好なインジケータとはみなされない。たとえば、１つ以上の
行動モデルにしたがって歩いていると決定されたユーザに関連づけられたデバイス１１０
は、低い所在地変化レートゆえに１秒毎の誤りの潜在性が小さいので、たとえば３０秒毎
に、所在地データをアップデートしさえすればいい。対照的に、１つ以上の行動モデルに
したがって時速６０マイル（ＭＰＨ）の車または電車で移動していると決定されたユーザ
に関連づけられたユーザデバイス１１０は、比較上より大きい１秒毎の所在地変化を有す
るだろうし、推定された所在地の品質は、３ＭＰＨで歩くよりも比較上急速に減衰するだ
ろう。
【００２７】
推定された所在地データがモデリング推定に基づいて許容できないレベルまで減衰すると
、新たな所在地測定が行われなければならない。新たな測定は、利用可能なデータのソー
ス、すなわち、ＧＰＳ、Ｗｉ－Ｆｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ｉＢｅａｃｏｎ、またはセル
ラーと、要求される精度と、各々のソースおよび必要な精度に関連づけられた電力費用と
に基づき得る。たとえば、実施形態において、ユーザがユーザデバイス１１０を伴って歩
いていることをモデル確率が示す場合、低い電力消費を使用するセルラータワー情報を使
用することが許容可能であり得る。しかしながら、セルラータワー情報は、たとえば、森
の中または遠隔地を歩いているときなど、常に利用可能であるわけではなく、したがって
、システムは続いて、要求される精度を得るために次に最も「費用効果がある」手段を決
定しなくてはならない。元の電力の所在地特定ソリューションが利用可能である場合、シ
ステムはそのソリューションに基づいて所在地をアップデートするだろう。そうでない場
合、最後のアップデートに基づいた所在地精度情報は、それがあるポイント、たとえば、
システムが新たな所在地情報を得るために自発的にもう少し電力を費やすことをシステム
が決定する、次のしきい値に到達するまで、モデリングされた挙動に基づいて減衰し続け
るだろう。この次のしきい値で、システムは、最も低い電力を要求する所在地特定モダリ
ティ、たとえば、Ｗｉ－ＦｉまたはＧＰＳから所在地情報を得ようと再度試みるだろう。
なおその上に、好ましい信号が利用可能である場合、アップデートが提供されるだろう。
好ましい信号が利用可能でない場合、所在地精度は、次のしきい値およびその関連づけら
れた所在地情報ソースまで減衰し続け得る。あるポイントでシステムは、たとえそのよう
な精度が予測されたモデルに基づいて必ずしも要求されない場合でさえ、ＧＰＳ信号また
は何らかの他のより高い電力の所在地特定モードを使用するように要求され得る、という
ことが理解されるだろう。全プロセス中、システムは、モダリティモデルがアップデート
または変更される必要があるかどうかを決定するために、利用可能なセンサデータを連続
的に監視しているだろう、ということがさらに理解されるだろう。たとえば、ユーザモデ
ル確率が突然、ユーザがもはや運転していないことを示す場合、システムのしきい値、お
よび所在地情報のための許容可能な電力消費は、修正される必要があるだろう。
【００２８】
実施形態において、各々の所在地特定センサは、センサによって送出される所在地測定の
精度の逆数に比例するしきい値、すなわち、
　　　　　　　　　　しきい値（センサ）α定数＊１／精度
を割り当てられる。理解されるように、他の利用可能なセンサより高いエネルギー費用を
要求するより低い精度を有する所在地特定センサはデバイスへと設計されないだろう。よ
り精確で電力効率の良い別のデバイスが劣ったセンサに取って代わり、それは実装されな
いだろうから、それは初期デバイス設計に「生き残」らないであろう。したがって、（最
も低いものから最も高いものまでの）しきい値の順序は、エネルギー費用の観点で単調増
加であるだろうし、精度の観点で単調減少であるだろう。すなわち、精度減衰の観点にお
ける最も低いしきい値は、最も低いエネルギー消費および最も低い精度を有するセンサに
依拠するだろう。しきい値がトリガされる場合、要求される基準に適合する特定のセンサ
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が利用可能であれば使用されるべきである。
【００２９】
精確なモデリングデータを提供するためにセンサデータが連続的に監視され得ることが理
解されるだろう。最も精確な情報を提供すると同時に、不正確であるかまたは低い精度の
ものであり得る個々のセンサデータポイントの融合およびフィルタリングを提供するため
に、複数のセンサからのデータが共にフィルタリングされ得る、ということがさらに理解
されるだろう。
【００３０】
ユーザの挙動を予測するために使用されるモデリングは、行動認識に基づき得る、という
ことがさらに理解される。行動認識は、時間期間にわたってユーザの活動の一連の観察お
よび環境条件から１人以上のユーザの活動および目標を認識する。情報は、ユーザのモバ
イルデバイス１１０に関連づけられたもののような一連のセンサによって提供され得る。
センサに基づいた行動認識は、人間の行動をモデリングするために、モバイルのセンサデ
ータとデータマイニングおよび機械学習技法とを統合し得る。モバイルユーザデバイス１
１０は、物理行動認識を可能にするためのセンサデータを提供する。一例では、既知のセ
ンサデータが、所与のユーザ挙動に関連づけられた特徴を識別するために、一連のより小
さい部分へとセグメント化され得る。これらのセグメントおよび挙動が識別されると、セ
ンサデータのストリームにパラレルな挙動のセグメントのタイムラインが作成され得る。
しかしながら、連続的なデータストリームではなく、センサ信号は離散的であり、各々が
既知の挙動に関連づけられる。このように、歩くこと、座ること、ジャンプすること、走
ることといった挙動のタイムラインが、一連の特定のデータポイントへと定量化され得る
。これらのデータストリームが以前に定量化されていると、それらは、特定の挙動を識別
するためにだけでなく、まったく異なる挙動を指摘し得る不良データポイントを除外する
ために、実際のユーザ挙動に対するベースラインとして使用され得る。たとえば、挙動デ
ータポイントの９０％は、ユーザが走っていることを示し、全体的な推定速度または測定
速度が変化しないながらも１０％が散発的に、挙動が運転であることを示す場合、ユーザ
は走っており、運転していない可能性が極めて高い。さらに、その情報を所在地のような
他の既知のデータと組み合わせることにより、誤った挙動はモデルから除外され得る。
【００３１】
実施形態において、システムまたはアプリケーションは、データの潜在的な減衰レートお
よびモデリング挙動に基づいて、複数の異なる品質しきい値を使用する。たとえば、モデ
リングサーバ１３０が、ユーザが歩いていると決定する場合、モデリングサーバ１３０は
続いて、別のサンプルを取得する前の許容可能な減衰は１００フィートである、と推定し
得る。測定の精度が５フィート／秒で減衰する場合、システムは、２０秒以内にユーザの
所在地が１００フィートより大きいかまたは１００フィート未満の何らかの間隔だけ変化
していることを決定し、続いて、モデリングサーバ１３０がデバイス１００に、たとえば
、ＧＰＳまたはＷｉ－Ｆｉより少ない電力消費を要求するタワー三角測量／識別を使用し
て、別の所在地測定を得ることを要求する。タワー信号識別／三角測量のよりエネルギー
効率の良い使用が使用され得る。というのも、歩くという行動中の所在地の変化のレート
は十分に小さく、精度が運転のような他の行動ではそうであるかもしれないほどには肝要
でないからである。セルラー信号が利用可能である場合、デバイス１１０は、三角測量／
ルックアップ識別のためにセルラー信号を使用するだろう。セルラー信号が利用可能でな
い場合、所在地データは減衰し続け得、１５０フィートの減衰でＷｉ－Ｆｉ　ＳＳＩＤの
所在地の識別を要求し得る第２のしきい値に到達するだろう。Ｗｉ－Ｆｉ測定が利用可能
である場合、それはその測定を使用し得る。そうでない場合には信号は、たとえば２００
フィートでの、次のしきい値まで減衰し、それは続いて、最大の電力が費やされることを
要求するＧＰＳ信号に頼るだろう。しきい値は、モデリングおよび実際に行われている行
動に基づいて、異なるふうに設定され得る、ということが理解されるべきである。たとえ
ば、歩いているユーザは、高速道路で６０ＭＰＨの車で動いているデバイスほど多くの精
度を必要としないかもしれない。精度の要求におけるこの相違に基づいて、電力消費での
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トレードオフは、厳格な命令のセットよりもむしろモデリングデータに基づいて最大化お
よび最適化されることができる。システムは、状況がそのようなトレードオフを保証する
場合には自発的に電力のために精度を犠牲にし得るが、精度が要求される場合には、それ
は、自発的により頻繁に電力リソースを費やし得る。
【００３２】
モデリングおよび推定された減衰レートに基づいて、所在地アップデートが常に最も低い
電力要求から最も高いものへと進む必要はない、ということが理解されるべきである。た
とえば、デバイスが非常に高速で動いている場合、モデリングされる間隔間減衰が非常に
大きいものであり得るので、最も精確な所在地が必要とされ得、より低い電力のオプショ
ンは実行可能ではないかもしれない。というのもそれらは、その状況のために要求される
精度を提供しないからである。
【００３３】
実施形態において、モデルサーバ１３０からのモデルは、デバイス１１０に所在し、モデ
ルパラメータは、サーバ１３０に記憶される。モデルパラメータは、サーバ１３０がアプ
リケーションによって照会された場合にデバイス１１０にプッシュされ得るか、またはユ
ーザデバイス１１０に常駐し得る。モデルパラメータは、履歴ユーザ情報に基づいて、た
とえば定期的に、アップデートされ得る。より多くの履歴データが利用可能になればなる
ほど、より多くの情報がモデルをトレーニングするために使用され得る。実施形態におい
て、モデルの実行は、たとえデバイス１１０がネットワーク１２０への接続を有しない場
合でもデバイス１１０で行われ得る。実施形態において、自動リフレッシュ間の間隔は、
モデルを使用して決定される挙動情報に基づき得る。
【００３４】
実施形態において、減衰のレートは、特定のモデルのための既知の速度に、または実際の
算出された速度に基づいて推定され得る。速度は、受信されたＧＰＳ信号などセンサから
直接的に得られうるか、またはそれは、さまざまなソースからのセンサデータのセットを
フィルタリングすることによって得られうる。実施形態では、カルマンフィルタがセンサ
データのセットをフィルタリングし得るが、他のフィルタ技法も使用され得る。カルマン
フィルタリングは、統計的雑音および他の不精確さを含む経時的に観察された一連の測定
を使用し、単一の測定のみに基づいた推定よりも得てして精密である未知の変数の推定を
生成する。実施形態において、カルマンモデルは、一連の内部状態（すなわち、所在地お
よび精度）と、観察（すなわち、挙動／所在地の測定）と、観察がどのように内部状態に
翻訳または適用されるかについてのモデルとを備える。
【００３５】
カルマンフィルタは、２ステッププロセスで働く。予測ステップにおいて、カルマンフィ
ルタは現在の状態の変数の推定を、それらの不確実性とともに生成する。（ランダム雑音
を含むいくらかの量の誤りによって必然的に破損させられた）次の測定の結果が観察され
ると、これらの推定は、重みづけされた平均を使用してアップデートされ、より大きい重
みがより高い確実性を有する推定に与えられる。アルゴリズムは再帰的である。それは、
現在の入力測定、および以前に算出された状態、およびその不確実性マトリクスのみを使
用して、リアルタイムで実行され得る。すなわち、追加の過去の情報は何も要求されない
。
【００３６】
速度の推定を決定することに加えてまたはその代わりとして、いくつかの実施形態におい
てシステムは、減衰のレートを識別するために、デバイスがそれによって移動している物
理モダリティを決定し得る。これは、デバイスの挙動をモデリングすること、あるモダリ
ティ対別のモダリティの確率を決定すること、および最も高い確率を有するモダリティに
基づいてモデリングすることに基づく。実施形態において、モデリングは、モバイルデバ
イスから得られる慣性測定ユニットデータに基づき得る。加速度計のような慣性測定ユニ
ットは、十分な量のデータが収集され分析されると挙動を予測するために使用され得る。
慣性測定ユニットデータを分析するために、機械学習および挙動分析、たとえば行動認識
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を利用して、システムは、信号の履歴に基づいて、歩く、走る、および運転するといった
特定の挙動パターンのためのモデルを他のタイプの挙動と区別し得る。
【００３７】
慣性測定ユニットデータのみに基づいて、システムは、ユーザのデバイスがどのように移
動しているかのインジケーションを有し得る（たとえば、速度、変化する所在地、圧力）
。このデータは、ユーザがしている挙動または行動のタイプが他のタイプと物理的に異な
る限り、乗り物に乗る、自転車に乗る、歩く、座る、立つ、および他のモダリティといっ
た異なる活動を区別するために使用され得る。たとえば、一連のセンサデータを使用して
、車を運転すること、バスを運転すること、地下鉄に乗ること、自転車に乗ること、歩く
こと、走ること、または座ることを区別することが可能である。しかしながら、タクシー
に乗ることと車を運転することとを区別することは可能でないかもしれない。
【００３８】
したがって、モデルならびに物理的な所在地の両方に基づいて、データが経時的にどれほ
ど急速に減衰するかの精確な推定が推定され得る。その推定は、その減衰にしきい値を設
定するために、また、システムが新たな所在地アップデートの読み取りを得るために自発
的にどれほど多くの電力を費やすかを決定するために、使用され得る。結果として、シス
テムは、電力を節約しながら所在地および移動情報を任意の所与の時間にデバイスがどこ
に所在するかの最良の推定へと融合する手法をユーザのデバイスに提供するために、モデ
リング、しきい値、および推定を使用する。ユーザのデバイス上のシステムまたはアプリ
ケーションが続いて、どの所在地情報およびどのデバイスセンサが使用される必要がある
かを決定し、すべての時間においてＧＰＳ信号に依拠する従来のアプローチと比較すると
、極めて効率的かつ低電力の手法でその所在地を得ることをデバイスに可能にさせる。
【００３９】
図２は、本開示に係るモバイルコンピューティングデバイスの例示的な実施形態の模式図
を示す。モバイルコンピューティングデバイス２００は、プロセッサ２０２、プロセッサ
２０２に動作可能に結合されたメモリ２０４、プロセッサ２０２に動作可能に結合された
ネットワーク通信ユニット２０６、プロセッサ２０２に動作可能に結合されたカメラ２０
８、プロセッサ２０２に動作可能に結合されたディスプレイ２１０、プロセッサ２０２に
動作可能に結合されたスピーカー２１２、プロセッサ２０２に動作可能に結合されたジオ
ロケーティングユニット２１４、プロセッサ２０２に動作可能に結合されたグラフィクス
ユニット２１６、プロセッサ２０２に動作可能に結合されたマイクロフォン２１８、プロ
セッサ２０２に動作可能に結合されたトランシーバ２２２、およびプロセッサ２０２に動
作可能に結合されたセンサ２２４を備える。モバイルコンピューティングデバイス２００
は、電源２２０を備え、それは、プロセッサ２０２、メモリ２０４、ネットワーク通信ユ
ニット２０６、カメラ２０８、ディスプレイ２１０、スピーカー２１２、ジオロケーティ
ングユニット２１４、グラフィクスユニット２１６、マイクロフォン２１８、トランシー
バ２２２、およびセンサ２２４に電力供給する。実施形態において、モバイルコンピュー
ティングデバイス２００は、より多くのコンポーネントまたはより少ないコンポーネント
と、ネットワーク通信ユニット２０６、カメラ２０８、ディスプレイ２１０、スピーカー
２１２、ジオロケーティングユニット２１４、グラフィクスユニット２１６、マイクロフ
ォン２１８、トランシーバ２２２、およびセンサ２２４の少なくとも１つを含み得る。
【００４０】
モバイルコンピューティングデバイス２００は、モバイルフォン、ラップトップコンピュ
ータ、またはタブレット、または任意の他のモバイルコンピューティングデバイスであり
得る。プロセッサ２０２は、マルチコアプロセッサのようなハードウェアプロセッサを備
える。たとえば、プロセッサ２０２は、中央演算処理装置（ＣＰＵ）を備える。
【００４１】
メモリ２０４は、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体を備え、それは非一時的であり得
る。媒体は、プロセッサ２０２を介して実行するための、ソフトウェアアプリケーション
のような複数のコンピュータ読み取り可能な命令を記憶する。命令は、ここで説明される
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ビデオに基づいた商取引のための方法の実行を容易にするようプロセッサ２０２に命令す
る。メモリ２０４のいくつかの例は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）のような揮発性
メモリユニット、または読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）のような不揮発性メモリユニット
を備える。たとえば、メモリ２０４はフラッシュメモリを備える。メモリ２０４は、プロ
セッサ２０２と有線通信する。また、たとえば、メモリ２０２は、ネットワーク通信ユニ
ット２０６、カメラ２０８、ディスプレイ２１０、スピーカー２１２、ジオロケーティン
グユニット２１４、グラフィクスユニット２１６、およびマイクロフォン２１８の少なく
とも１つを動作させるための、複数の命令セットのような、複数のコンピュータ読み取り
可能な命令を記憶する。
【００４２】
ネットワーク通信ユニット２０６は、有線にせよまたは無線にせよ、直接的にせよ間接的
にせよ、コンピュータネットワーク通信のためのネットワークインターフェースコントロ
ーラを備える。たとえば、ネットワーク通信ユニット２０６は、ＩＥＥＥ８０２．１１規
格のような電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２規格のセットから選択された少なくと
も１つの規格に基づいたコンピュータネットワーキング通信のためのハードウェアを備え
る。たとえば、ネットワーク通信ユニット２０６は、ＩＥＥＥ８０２．１１（ｇ）規格に
したがって動作する無線ネットワークカードを備える。ネットワーク通信ユニット２０６
は、プロセッサ２０２と有線通信する。
【００４３】
カメラ２０８は、写真またはビデオといった画像取り込みのためのレンズを備える。スピ
ーカー２１２は、電気音声信号入力に応答して音を提供する電気音響変換器のようなラウ
ドスピーカーを備える。
【００４４】
ディスプレイ２１０は、視覚および／または触覚情報を表示するためのエリアを備える。
ディスプレイ２１０は、電子視覚ディスプレイ、フラットパネルディスプレイ、液晶ディ
スプレイ（ＬＣＤ）、および立体ディスプレイの少なくとも１つを備える。たとえば、デ
ィスプレイ２１０は、タッチ対応コンピュータモニタを備える。ディスプレイ２１０は、
プロセッサ２０２と有線通信する。ディスプレイ２１０はまた、プロセッサ２０２にリモ
ートで、たとえば無線で、結合され得る。
【００４５】
ジオロケーティングユニット２１４は、ＧＰＳ受信機、Ｗｉ－Ｆｉ受信機、およびセルラ
ー受信機を備え得る。ジオロケーションのために使用されるＷｉ－ＦｉおよびＧＳＭまた
はセルラー受信機は、ネットワーク通信のために使用される同一のハードウェア／トラン
シーバコンポーネントであり得る、ということが理解される。それらは、ジオロケーショ
ン目的のためにだけ使用される別個のデバイスである必要はない。ジオロケーティングユ
ニット２１４は、プロセッサ２０２と通信する。他のタイプの、たとえばセルサイト信号
識別／三角測量による、ジオロケーションが可能である、ということに注意する。ジオロ
ケーティングユニット２１４はまた、プロセッサ２０２にリモートで、たとえば無線で結
合され得る。実施形態において、ジオロケーティングユニットは、ＧＰＳ受信機、ショー
トレンジ通信受信機、およびセルラーまたは無線電話通信受信機を備える。ジオロケーテ
ィングユニット２１４の周波数レンジは、さまざまであることができ、さまざまなテクノ
ロジー、すなわち、ＴＤＭＡ，ＣＤＭＡ、ＧＳＭ、３Ｇ、４Ｇ、ＬＴＥ、ＧＰＲＳ、等に
依存する。
【００４６】
グラフィクスユニット２１６は、画像処理のためのグラフィクスプロセッシングユニット
（ＧＰＵ）を備える。グラフィクスユニット２１６はグラフィクス専用ユニットであるが
、他の実施形態では、プロセッサ２０２がグラフィクスユニット２１６と統合される。た
とえば、グラフィクスユニット２１６は、ビデオカードを備える。グラフィクスユニット
２１６は、処理ユニット１０２と有線通信する。
【００４７】
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トランシーバ２２２は、送信機および受信機を備える。それは、マルチプレクサを有する
単一のユニットであることもできるし、または別個のユニットであることもできる。それ
は、低雑音増幅器、ＲＦ／ＩＦフィルタ、および他のコンポーネントを備え得る。それは
、Ｗｉ－Ｆｉ信号、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＲＦ信号、ＩＦ信号、および任意の他の形態の
無線通信信号を含む、電磁スペクトルにおける任意の信号を受信可能であり得る。
【００４８】
センサ２２４は、単一のセンサまたは一連のセンサを備える。それは、内部センサを含み
得るが、続いてモバイルデバイスに供給されるリモートセンサからのセンサデータを受信
するリモートセンサインターフェースもまた含み得る。潜在的なセンサは、慣性測定ユニ
ット、加速度計、気圧計、温度センサ、光センサ、高度計、および磁気センサを含むが、
それらに限定されない。
【００４９】
電源２２０は、モバイルコンピューティングデバイス２００に電力供給する。電源２２０
は、リチウムイオンバッテリーのような搭載型の再充電可能なバッテリーの少なくとも１
つを備える。モバイルコンピューティングデバイス２００は、キーボードまたは他の適切
な入力デバイスといった、少なくとも１つの入力デバイスに動作可能に結合され得る。モ
バイルコンピューティングデバイス２００はまた、プリンタ、プロジェクタ、または他の
適切な出力デバイスといった、少なくとも１つの出力デバイスに結合され得る。実施形態
において、モバイルコンピューティングデバイス２００は、ユーザのデバイス１１０であ
る。理解されるように、モバイルコンピューティングデバイス２００の電源２２０は、モ
バイルコンピューティングデバイス２００の動作のための限られた電力を蓄積する。本開
示の実施形態において、説明されたアプリケーションを使用して、所在地情報を得るため
に電源２２０によって費やされる電力の量が低減され、再充電を要求する前の電源２２０
の使用可能な時間が最大化される。
【００５０】
図３は、システムの本実施形態の流れ図３００を描く。ステップ３０２の前に、アプリケ
ーション、クライアント、またはオペレーティングシステムが、モバイルデバイス１１０
にインストールされる。アプリケーションまたはクライアントは、Ｇｏｏｇｌｅ（登録商
標）　ＰｌａｙまたはＡｐｐｌｅのｉＴｕｎｅｓ（登録商標）といったサードパーティの
アプリストアから得られることもできるし、またはウェブサイトから直接的にモバイルデ
バイスにダウンロードされることもできる。あるいは、アプリケーションは、モバイルデ
バイス１１０に予め導入済みであることもできる。モバイルデバイス１１０上のアプリケ
ーションは、所在地情報が要求される場合にはいつでも常にアクティブであることができ
るか、またはそれは、別のアプリケーションが所在地データを要求する場合にはいつでも
バックグラウンドで呼び出されることができる。ステップ３０２では、デバイスがプライ
マリナビゲーションのためのアプリケーションを使用し得るか、または、所在地データを
要求するアプリケーションがデバイスの現在の所在地を要求し得る。デバイスが静止して
いることを想定して、システムは、利用可能な最後の所在地データを使用し得るか、また
は利用可能な信号に基づいて新たなアップデートを要求し得る。デバイスが屋内である場
合、ＧＰＳは利用可能であることができない。セルラー信号の信号識別／三角測量または
Ｗｉ－Ｆｉ　ＳＳＩＤは、利用可能であることができ、普通、十分に精確である。
【００５１】
この最後のアップデートは、位置、モビリティの方法、または所在地の変化を示す、デバ
イスに対する変化が何も存在しない限り、十分であり得る。ステップ３０４で、システム
は、最後の所在地測定をデバイスの内部の推定および精度の予測と組み合わせる。内部の
精度は、デバイスに所在するセンサデータからだけでなく他のアプリケーションデータの
ような他の入力からも得られることができる。たとえば、デバイスの慣性測定ユニットま
たは加速度計は、デバイスがまず車、電車、またはバスに乗り込み、それが移動を開始す
る場合、慣性運動の急激な変化を示し得る。磁気計のような追加のセンサは、デバイスが
電車のような大きい金属物体内にあることを示し得る。頻繁な停止および発進は、乗り物
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のタイプ、たとえば、さほど頻繁に停止しなくてもよい車と対照的に停止することが多い
バス、等を示し得る。加えておよび／またはあるいは、モバイルデバイス上で実行される
他のアプリケーションが、ユーザの行動についてのインジケーションを提供し得る。たと
えば、ユーザがランニングまたは船旅に出かけようとしていることを示すユーザのカレン
ダーが、モデルにおいて示された変化を識別するのを支援するために使用され得る。同様
に、デバイスがランニングまたは自転車のアプリケーションを含む場合、システムは、デ
バイスに対する変化を決定するのを支援するためにその情報を使用し得る。
【００５２】
変化が示されると、センサデータに基づいたモデリングを使用するデバイスはステップ３
０６で、最後の所在地アップデートからの経過時間およびモデルパラメータを考慮して内
部状態を更新し、モデリングされたパラメータがモデルに基づいて発生させられたしきい
値を上回るかどうかを決定する。モデルは、特定のユーザの挙動だけでなく他の分析され
たユーザの挙動にも基づき得る。モデルは、ユーザおよびデバイスがどのタイプの行動に
携わっているかについての確率を得るために使用され得る。行動が高い確率の度合で識別
されると、モデリングされた行動を承認するためにデータがモデルに入力される。モデリ
ングに基づいて、速度のようなモデルパラメータが、所在地アップデートおよび電力管理
のためのパラメータを発生させるために使用され得る。
【００５３】
実施形態において、実際の挙動を形成する信号は、その挙動が期待される挙動の１つであ
るらしい確率を決定するために、さまざまなモデルへと再帰的に入力される。たとえば、
モデルパラメータがモデルに入力され、さまざまな挙動（たとえば、車内にいる、道を走
り下っている、座っている、バスに乗っている、またはバスを運転している、自転車に乗
っている）に対しモデリングされる場合、システムは、可能な挙動タイプとしてこれらの
シナリオのすべてにわたる確率分布を推定するだろう。これらのモデルパラメータ／デー
タは、システムをトレーニングおよび改善するために、そして、最も近いモデルは事後分
布においてより高い確率を有するがゆえに、どのモデルが最も近いかに基づいて、モデリ
ングされた想定をどのように差別化するのかをシステムに教示するために、使用され得る
。
【００５４】
ステップ３０８で、システムは、精度の推定が予め決定されたしきい値を上回るかどうか
を決定する。それがしきい値を上回る場合には、ステップ３１０で、デバイスは、利用可
能であればその関連づけられたしきい値のために許容可能な最も低い電力消費を有する方
法を使用して、新たな所在地測定を得る。
【００５５】
内部の精度がステップ３０８でしきい値を上回らない場合には、ステップ３１２で、デバ
イスおよび／またはシステムは、モデリングされた挙動に係るセンサの挙動を得る。ステ
ップ３１４で、モデリングされた挙動が、移動運動モードおよび速度観察を推量するため
に適用され、ステップ３１６で、推量されたモードに基づいて、減衰のレート、しきい値
、および他のパラメータがアップデートされる。実施形態において、リフレッシュレート
、しきい値、およびモデリングされた減衰レートは、モデリングされた速度レートに比例
する。たとえば、モデリングされた挙動が高い速度レートを示す場合には、減衰レートは
速く、しきい値は低く、リフレッシュレートは高いだろう。対照的に、歩いている場合な
どモデルが遅い速度を示す場合、減衰レートは遅く、しきい値は高く、リフレッシュレー
トは低いだろう。当該技術分野において理解されるように、これらのファクターは、ジオ
ロケーションのどのモードが用いられるべきか、およびどれほど多くの電力が費やされる
べきかに直接的に影響する。最も低い電力費用モードが常に所望される一方で、たとえ利
用可能であろうと、変化する基準に基づいてそれが常に可能なわけではない。
【００５６】
減衰レートとは、最後の所在地データの精度が経時的に減衰するレートのことを言う、と
いうことが理解されるべきである。間隔は単純に、減衰が計算されるときである。減衰自
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体は連続的である。たとえば、ＧＰＳ測定が、約６メートルの精度を有するＧＰＳを使用
して１秒毎に行われる場合、その測定は、モデリングされた挙動に基づいた毎秒のモデリ
ングされた速度に応じて変化するだろう。したがって、アップデートが受信されない毎秒
の間に、ユーザおよびユーザのデバイス１１０は、ユーザの速度に基づいて比例的に移動
してしまっている。ユーザが非常に速く移動していることが推定される場合、減衰のレー
トは非常に高く、最後の推定の精度は、１秒のうちに数百メートル減衰する。
【００５７】
減衰のしきい値とは、新たなアップデートを要求する前に、モデリングされた挙動に基づ
いてシステムが容認することができる誤りのレベルである。各々のジオロケーションモー
ドのための異なるしきい値が存在する。たとえば、システムは、誤りが＋／－１００メー
トルに到達する場合にはセルタワー識別／三角測量を、システムの減衰がより大きい場合
にはより多くの電力を使用することにより、限られた量の電力を自発的に費やし得る。た
とえば、Ｗｉ－Ｆｉ　ＳＳＩＤを利用するためのしきい値は、２００メートルあることが
でき、ＧＰＳのためのしきい値は、３００メートルであることができる。これらのしきい
値は、各々のジオロケーションモードのために予め決定されることができ、モデリングさ
れた挙動に基づいてさまざまであり得る。これらの誤りおよびしきい値は例示を目的とし
たものにすぎないこと、他の値およびしきい値および減衰のレートが、モデリング、運動
のモード、および環境に基づいて使用されることができ、さまざまであるだろう、という
ことが理解されるべきである。実施形態において、これらのしきい値の各々に到達すると
、システムは、利用可能であれば指定された手段によって新たなジオロケーション測定を
得ようと試みるだろう。
【００５８】
リフレッシュレートとは、減衰にかかわらず測定が時間に基づいて行われ得る時間期間を
示す。実施形態において、しきい値にかかわらずリフレッシュレートがアップデートの時
間であることを示す場合、モバイルデバイス１１０は、信号が利用可能であれば、モデリ
ングされた挙動のために許容可能な最も低いエネルギー費用を有する所在地特定モードを
使用することにより、最小量のエネルギーを費やそうと試みるだろう。
【００５９】
図３に戻ると、減衰のレート、しきい値、および任意の他の要求されるパラメータがアッ
プデートされると、デバイスまたはシステムは、経過時間および新たなモデリングされた
パラメータに基づいて内部状態をアップデートするためにステップ３０６に戻る。ステッ
プ３１０で、たとえば、セルタワーカバレッジがないケースなど、所在地特定信号が利用
可能でない場合には、ステップ３０４で、システムは、次のしきい値に到達するまで測定
の精度が減衰することを可能にし続けるだろう、ということに注意すべきである。ステッ
プ３０８で、次の最も高い電力消費を有するモードのためのしきい値に到達し、信号が利
用可能である場合には、ステップ３１０で、最新の所在地アップデートが得られるだろう
。当業者によって理解されるように、最終的にシステムは、最も高い電力消費を有する所
在地特定信号が利用可能な唯一の信号であるがゆえに、またはモデリングされた高い速度
レートがエネルギーのそのような費やし方が要求されることを示すがゆえに、その信号に
依拠し得る。
【００６０】
図４は、本教示が実現され得るサーバまたはモバイルデバイス内で見出されるもののよう
な一般的なコンピュータアーキテクチャを描いており、ユーザインターフェース要素を含
むハードウェアプラットフォームの機能ブロック図の例を有する。コンピュータは、汎用
コンピュータまたは専用コンピュータであることができる。このコンピュータ４００は、
ここで説明されるインテリジェントなジオロケーションの選択を使用してモバイルデバイ
スの電力を最大化するためのシステムおよび方法の任意のコンポーネントを実現するため
に使用され得る。たとえば、挙動をモデリングするモデリングサーバ１３０、またはモバ
イルデバイス１１０、またはＷｉ－Ｆｉ所在地のためのルックアップテーブルを収容する
Ｗｉ－Ｆｉ　ＳＳＩＤデータベース１４０はすべて、コンピュータ４００のようなコンピ
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ュータ上で、そのハードウェア、ソフトウェアプログラム、ファームウェア、またはそれ
らの任意の組み合わせにより、実現されることができる。簡便さのために１つのそのよう
なコンピュータのみが示されているが、モバイルデバイスの電力の最大化に関連するコン
ピュータ機能は、処理負荷を分散させるために多数の同様のプラットフォーム上で分散さ
せられて実現され得る。
【００６１】
コンピュータ４００は、たとえば、データ通信を容易にするためにコンピュータ４００に
接続されるネットワークに接続されるおよび同ネットワークから接続される、ＣＯＭポー
ト４５０を含む。コンピュータ４００はまた、プログラム命令を実行するための、１つ以
上のプロセッサの形態の、中央演算処理装置（ＣＰＵ）４２０を含む。例示的なコンピュ
ータプラットフォームは、内部通信バス４１０、異なる形態のプログラムストレージおよ
びデータストレージ、たとえば、コンピュータによって処理および／または通信されるべ
きさまざまなデータファイルのためだけでなく、ことによると、ＣＰＵによって実行され
るべきプログラム命令のための、ディスク４７０、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）４３０
、またはランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）４４０を含む。コンピュータ４００はまた、
コンピュータとユーザインターフェース要素４８０のようなコンピュータにおける他のコ
ンポーネントとの間の入力／出力フローをサポートする、Ｉ／Ｏコンポーネント４６０を
含む。コンピュータ４００はまた、ネットワーク通信によってプログラミングおよびデー
タを受信し得る。
【００６２】
それゆえに、上述されたモバイルデバイスでの電力を最大化する態様は、プログラミング
において具現化され得る。テクノロジーのプログラムの態様は、典型的には、あるタイプ
の機械読み取り可能な媒体で実行または具現化される実行可能なコードおよび／または関
連づけられたデータの形態の、「製品」または「製造品」であるとみなされ得る。有形の
非一時的な「ストレージ」タイプの媒体は、メモリ、またはコンピュータ、プロセッサ、
等のための他のストレージ、またはその関連づけられたモジュール、たとえば、ソフトウ
ェアプログラミングのために随時ストレージを提供することができるさまざまな半導体メ
モリ、テープドライブ、ディスクドライブ、等のいずれかまたはすべてを含む。
【００６３】
ソフトウェアの全部または一部は、インターネットまたはさまざまな他の電話通信ネット
ワークといった、ネットワークを通じて一度に通信されることができる。たとえば、その
ような通信は、あるコンピュータまたはプロセッサから別のコンピュータまたはプロセッ
サへの、たとえば、管理サーバ、またはサーチエンジンオペレータのホストコンピュータ
、または他の説明発生サービスプロバイダから、コンピューティング環境のハードウェア
プラットフォーム（単数または複数）、またはコンピューティング環境を実現する他のシ
ステム、またはユーザの照会に基づいて説明を発生させることに関連する同様の機能への
、ソフトウェアの導入を可能にすることができる。かくして、ソフトウェア要素を運び得
る別のタイプの媒体は、ローカルデバイス間の物理インターフェースにわたって、有線お
よび光回線ネットワークを通じて、およびさまざまなエアリンクにわたって使用されるよ
うな、光波、電波、および電磁波を含む。そのような波を搬送する物理要素、たとえば、
有線または無線リンク、光リンク、等もまた、ソフトウェアを運ぶ媒体とみなされ得る。
ここで使用される場合、有形の「記憶」媒体に限定されない限り、コンピュータまたは機
械「読み取り可能な媒体」といった用語は、実行のためのプロセッサへの命令を提供する
ことに携わる任意の媒体のことを言う。
【００６４】
それゆえに、機械読み取り可能な媒体は、有形記憶媒体、搬送波媒体、または物理伝送媒
体を含むがこれに限定されない、多くの形態をとり得る。不揮発性記憶媒体は、たとえば
、図示されたシステムまたはそのコンポーネントのいずれかを実現するために使用され得
る任意のコンピュータ（単数または複数）等におけるストレージデバイスのいずれかとい
った光または磁気ディスクを含む。揮発性記憶媒体は、そのようなコンピュータプラット
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フォームのメインメモリといったダイナミックメモリを含む。有形伝送媒体は、コンピュ
ータシステム内のバスを形成するワイヤを含む、同軸ケーブル、銅線、および光ファイバ
ーを含む。搬送波伝送媒体は、電気あるいは電磁信号、または、無線周波数（ＲＦ）およ
び赤外線（ＩＲ）データ通信中に発生させられるもののような音波あるいは光波の形態を
とり得る。したがって、コンピュータ読み取り可能な媒体の一般的な形態は、たとえば、
フロッピーディスク、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気テープ、任意の他の
磁気媒体、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、またはＤＶＤ－ＲＯＭ、任意の他の光媒体、パンチカ
ード、紙テープ、孔パターンを有する任意の他の物理記憶媒体、ＲＡＭ、ＰＲＯＭ、およ
びＥＰＲＯＭ、ＦＬＡＳＨ－ＥＰＲＯＭ、任意の他のメモリチップまたはカートリッジ、
データまたは命令を移送する搬送波、そのような搬送波を移送するケーブルまたはリンク
、またはコンピュータがプログラミングコードおよび／またはデータを読み取ることがで
きる任意の他の媒体を含む。これらの形態のコンピュータ読み取り可能な媒体の多くは、
実行のためのプロセッサへの１つ以上の命令の１つ以上のシーケンスを搬送することに携
わり得る。
【００６５】
実施形態において、説明されたシステムおよび方法は、デバイスのオペレーティングシス
テムにおいて実現されることができ、すべてのジオロケーション情報に適用されることが
できる。実施形態において、説明されたシステムおよび方法は、予め導入されたアプリケ
ーションを使用して実現される。実施形態において、ここで説明されたシステムおよび方
法は、オペレーティングシステムとアプリケーションとの間のミドルウェアを使用して実
現される。実施形態において、システムおよび方法は、デバイスおよびアプリケーション
がクラウドに基づいたサーバと絶えず通信している、クラウドに基づいた環境において実
現される。そのような実施形態において、測定に対するシステムの要求はすべてデバイス
に送られ、すべての測定はクラウドに送り返される。実施形態において、説明された方法
は、インターネット接続なしにスタンドアロンデバイスにおいて実現され得る。
【００６６】
当業者によって理解されるように、本開示の態様は、システム、方法、またはコンピュー
タプログラム製品として具現化され得る。したがって、本開示の態様は、完全にハードウ
ェアの実施形態、完全にソフトウェアの実施形態（ファームウェア、常駐ソフトウェア、
マイクロコード、等を含む）、または、ここでは「回路」、「モジュール」、または「シ
ステム」とすべて一般的に呼ばれ得る、ソフトウェアおよびハードウェアの態様を組み合
わせる実施形態の形態をとり得る。さらに、開示の態様は、コンピュータ読み取り可能な
プログラムコードがそこで具現化される１つ以上のコンピュータ読み取り可能な媒体（単
数または複数）において具現化される、コンピュータプログラム製品の形態をとり得る。
【００６７】
１つ以上のコンピュータ読み取り可能な媒体（単数または複数）の任意の組み合わせが利
用され得る。コンピュータ読み取り可能な媒体は、コンピュータ読み取り可能な信号媒体
またはコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であることができる。コンピュータ読み取り
可能な記憶媒体は、たとえば、電子、磁気、光、電磁気、赤外線、または半導体のシステ
ム、装置、またはデバイス、またはそれらの任意の適切な組み合わせであることができる
がそれらに限定されない。コンピュータ読み取り可能な記憶媒体のより具体的な例（排他
的でないリスト）は、１つ以上のワイヤを有する電気接続、ポータブルコンピュータディ
スク、ハードディスク、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み取り専用メモリ（ＲＯ
Ｍ）、消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ（ＥＰＲＯＭまたはフラッシュメモ
リ）、光ファイバー、ポータブルコンパクトディスク読み取り専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ
）、光ストレージデバイス、磁気ストレージデバイス、またはそれらの任意の適切な組み
合わせを含む。本明細書の文脈において、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、命令
実行システム、装置、またはデバイスによって使用されるかまたはそれらと接続されて使
用されるプログラムを含有または記憶し得る任意の有形の媒体であることができる。
【００６８】
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コンピュータ読み取り可能な信号媒体は、たとえば、ベースバンドにおける、または搬送
波の一部としての、コンピュータ読み取り可能なプログラムコードがそこで具現化される
伝搬データ信号を含み得る。そのような伝搬信号は、電磁気、光、またはそれらの任意の
適切な組み合わせを含むがそれらに限定されない、さまざまな形態のいずれかをとり得る
。コンピュータ読み取り可能な信号媒体は、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体ではな
く、命令実行システム、装置、またはデバイスによって使用されるかまたはそれらと接続
されて使用されるプログラムを通信するか、伝搬させるか、または移送することができる
、任意のコンピュータ読み取り可能な媒体であり得る。
【００６９】
コンピュータ読み取り可能な媒体で具現化されるプログラムコードは、無線、有線、光フ
ァイバーケーブル、無線周波数（ＲＦ）、等、またはそれらの任意の適切な組み合わせを
含むがそれらに限定されない、任意の適切な媒体を使用して伝送され得る。
【００７０】
本開示の態様のための演算を実行するためのコンピュータプログラムコードは、Ｊａｖａ
、Ｓｍａｌｌｔａｌｋ、Ｃ＋＋、等といったオブジェクト指向プログラミング言語、およ
び「Ｃ」プログラミング言語または同様のプログラミング言語といった従来の手続き型プ
ログラミング言語を含む、１つ以上のプログラミング言語の任意の組み合わせで書かれ得
る。プログラムコードは、完全にユーザのコンピュータで、部分的にユーザのコンピュー
タで、スタンドアロンソフトウェアパッケージとして、部分的にユーザのコンピュータで
および部分的にリモートコンピュータで、または完全にリモートコンピュータまたはサー
バで、実行され得る。後者のシナリオにおいて、リモートコンピュータは、ローカルエリ
アネットワーク（ＬＡＮ）または広域ネットワーク（ＷＡＮ）を含む任意のタイプのネッ
トワークを通じてユーザのコンピュータに接続され得るか、または接続は、（たとえば、
インターネットサービスプロバイダを使用してインターネットを通じて）外部のコンピュ
ータになされ得る。
【００７１】
以下の請求項におけるすべてのミーンズプラスファンクションの要素またはステッププラ
スファンクションの要素の対応する構造、材料、行為、および均等物は、特に特許請求さ
れた他の請求項要素と組み合わせられて機能を行うための任意の構造、材料、または行為
を含むように意図される。本開示の説明は、例示および説明の目的のために提示されてい
るが、排他的であるように意図されたものでも開示された形態に限定されるように意図さ
れたものでもない。多くの変更および変形が、開示の範囲および精神から逸脱せずに当業
者に理解されるだろう。実施形態は、開示の原理および実際的な応用例を最もよく説明す
るために、そして、さまざまな変更を有するさまざまな実施形態のための開示を意図され
た特定の使用に適したものとして理解することを当業者に可能にさせるために、選定され
、説明された。
【００７２】
ここで描かれた図面は例示的である。開示の精神から逸脱することなく、図面またはそこ
で説明されたステップ（または動作）に対する多くの変形が存在し得る。たとえば、ステ
ップは異なる順序で行われることができ、またはステップは追加、削除、または変更され
ることができる。これらの変形のすべては開示の一部とみなされる。
【００７３】
ここで使用される専門用語は、直接的または間接的、完全または部分、一時的または永続
的、活動または無活動を暗示し得る。たとえば、ある要素が別の要素に「接する」、「接
続される」、または「結合される」ものとして言及される場合には、その要素は他の要素
と直接的に、接するか、接続されるか、または結合されることができ、および／または、
間接的および／または直接的な変形例を含む、介在要素が存在することもできる。対照的
に、ある要素が別の要素に「直接的に接続される」または「直接的に結合される」ものと
して言及される場合、何の介在要素も存在しない。
【００７４】
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第１、第２、等の用語が、さまざまな要素、コンポーネント、領域、層、および／または
セクションを説明するためにここで使用され得るが、これらの要素、コンポーネント、領
域、層、および／またはセクションは、必ずしもそのような用語によって限定されるべき
ではない。これらの用語は、ある要素、コンポーネント、領域、層、またはセクションを
、別の要素、コンポーネント、領域、層、またはセクションと区別するために使用される
。かくして、以下で論じられる第１の要素、コンポーネント、領域、層、またはセクショ
ンは、本開示の教示から逸脱せずに、第２の要素、コンポーネント、領域、層、またはセ
クションと呼ばれ得る。
【００７５】
ここで使用される専門用語は、特定の例示的な実施形態を説明するためのものであり、必
ずしも本開示を限定するように意図されたものではない。ここで使用される場合、「ａ」
、「ａｎ」、および「ｔｈｅ」といった単数形は、文脈がそうでないと明確に示さない限
り、複数形をも含むように意図される。「備える」、「含む」、および／または、「備え
る」の現在進行形、「含む」の現在進行形といった用語は、本明細書において使用される
場合、指定された特徴、整数、ステップ、動作、要素、および／またはコンポーネントの
存在を特定するが、１つ以上の他の特徴、整数、ステップ、動作、要素、コンポーネント
、および／またはそのグループの存在および／または追加を排除しない。
【００７６】
本開示の例示的な実施形態は、本開示の理想と考えられる実施形態（および中間構造）の
例示に関連してここで説明されている。そのようなものとして、たとえば、製造技法およ
び／または許容差の、結果としての例示の形態からの変形例が、期待されるべきである。
【００７７】
そうでないと定義されない限り、ここで使用されるすべての用語（技術用語および科学用
語を含む）は、本開示が帰属する技術分野における通常の知識を持つ者によって一般的に
理解されるのと同一の意味を有する。一般的に使用される辞書において定義されるような
用語は、関連技術の文脈におけるそれらの意味と一致する意味を有するものとして解釈さ
れるべきであり、ここで明確にそのように定義されない限り、理想と考えられるおよび／
または過度に形式的な意味で解釈されるべきではない。
【００７８】
さらに、「下」、「下方」、「上」、および「上方」といった相対的な用語はここで、あ
る要素の別の要素に対する関係を添付図面に示されているとおりに説明するために使用さ
れ得る。そのような相対的な用語は、添付図面に描かれた方向に加えて、例示されたテク
ノロジーの異なる方向を含むように意図される。たとえば、添付図面におけるデバイスが
ひっくり返されていた場合には、他の要素の「下」側にあると説明されている要素は、他
の要素の「上」側の方向にあるだろう。同様に、図面の１つにおけるデバイスがひっくり
返されていた場合には、他の要素の「下」または「下側」であると説明された要素は、他
の要素の「上」の方向にあるだろう。したがって、「下」および「下方」といった例示的
な用語は、上および下の方向の両方を含み得る。
【００７９】
ここで使用される場合、「およそ」および／または「おおむね」といった用語は、公称値
／条件からの＋／－１０％の変動のことを言う。そのような変動は、そのような変動が特
に言及されていようがいまいが、ここで提供される任意の所与の値／条件に常に含まれる
。
【００８０】
任意の開示が引用によってここに組み込まれ、そのような開示が本開示と部分的におよび
／または全体的に矛盾する場合には、矛盾、および／またはより広い開示、および／また
はより広い用語の定義の限りにおいて、本開示が支配する。そのような開示が互いに部分
的におよび／または全体的に矛盾する場合には、矛盾の限りにおいて、より遅い日付の開
示が支配する。
【００８１】
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当業者は、現在も将来も、以下の請求項の範囲内に含まれるさまざまな改善および改良を
行うことができる、ということが理解されるだろう。
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